
現在、耕作放棄地の発生や水田の荒廃が問題となっています。また、家畜
排せつ物の利用促進や、食料自給率向上を高めることが求められていま
す。

このため、国土の有効活用や、資源循環型畜産の確立、飼料自給率の向
上を通じた食料自給率の向上という観点から、我が国で生産可能な粗飼
料については完全自給を目指して、一体となって取り組んでいきましょう。

○稲発酵粗飼料、水
田放牧により水田
でも飼料を増産

○放牧により耕作放
棄地、野草地、林
地も利用が可能

○牛－草－土の「循
環」を作ることによ
り、持続的な畜産
経営の維持、地域
の環境保全が可能

国土の有効活用 資源循環型畜産の確立

畜産的利用が可能な
国土を確保・維持する
ことが、潜在的な自給
率向上対策となる

食品残さなど
の飼料利用も
重要

国内で生産可能な粗飼料を
輸入に依存していては、畜
産経営から排出されるふん
尿の適切な利用は困難

自給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成

－１６－

食料自給率の向上

○自給飼料基盤に立脚
した安全で安心な畜産
物の生産を図り、大家
畜生産を振興すること
が重要

○ 粗飼料自給率
（H１５） （H２７目標）

７６％ → １００％

○ 濃厚飼料自給率
（H１５） （H２７目標）

１０％ → １４％



－１７－

国産粗飼料の完全自給に向けて

国産稲わらを利用しよう 稲発酵粗飼料を増産しよう

どこでも放牧しよう ワンモア・コーンサイレージ

草地をリフレッシュ 主役はコントラクター

すき込みしないで、
飼料利用のために集
めた稲わら。おいし
い牛肉生産に欠かせ
ません。

稲作農家が作り
やすく、栄養価も
高い稲発酵粗飼料。

耕畜連携の要です。

耕作放棄地、遊休
果樹園、水田、野草
地など電気牧柵で、
いつでもどこでも、
簡単放牧。

高収量・高栄養の
青刈りトウモロコシ
の作付けを拡大しよ
う。

経年変化に伴う収量推移（例）

20
25
30
35
40
45
50

1 3 5 7 9 11 13 15

経過年数

生
草

収
量

t/
h

a

40

60

80

100

120

指
　

数
％

生草収量 二年目を１００とした指数 牧草地も時間が
たつと単収が低下
し荒れてきます。
定期的に更新しま
しょう。

あなたの町に
もコントラク
ターを作ろう

牛の世話で飼料生産に
手が回らない場合は、コ
ントラクターに任せて地
域で粗飼料生産を。

国産稲わらの飼料利用や、稲発酵粗飼料の利用、放牧の活用などを行
う自給飼料基盤に立脚した畜産経営により、健康な家畜から生産され
る国産畜産物を供給することが重要です。



畜産物に対する消費者の信頼確保のためにも、安全な畜産物の生産は重
要です。

このため、法律で決められている飼養衛生管理基準を守り、農場での疾病
予防に努めましょう。

さらに、農場段階における衛生管理水準を向上させるため、ＨＡＣＣＰの考
え方を取り入れた衛生管理に取り組んでみましょう。

また、家畜伝染病の発生の予防やまん延を防止するための国、地方公共
団体、関係機関の連携体制の整備及び取組を推進します。

畜産物に係る安全・安心の確保

－１８－

○ 家畜の飼養衛生管理基準の設定
衛生管理を徹底することで疾病を予防

消費者食肉・食鳥処理・加工場と畜場・食鳥処理場

食品供給行程の各段階における適切な措置により食品の安全性を確保
（と畜場法・食品衛生法）

○枝肉・部分肉・加
工品の微生物汚染
・増殖防止

○病畜の廃棄（全部又
は一部）

○枝肉の微生物汚染・
増殖防止

○枝肉・部分肉・
加工品の微生物
汚染・増殖防止

飼料や水への家畜の排せつ物等の混

入防止
導入家畜の隔離
畜舎、器具の清掃、消毒等
畜舎に出入りする際の手指の消毒

など

生産農場

勧

告

指
導
・
助
言

命

令

罰

則

家畜の飼養者が家畜の衛生管理の方法に関し
遵守すべき最低限の基準

衛
生
管
理
の
向
上

（家畜伝染病予防法）

飼養衛生管理基準

卸売・小売業者

※飼養衛生管理基準：家畜の飼養者に守って頂くべき飼養衛生管理の基準



発発 生生

Ａ町

農林水産省 Ｂ県

試験研究機関

関係省庁

専門家の派遣
家畜防疫員等の

派遣

通行の制限
に対する協力

防疫活動に
対する協力

疫学調査

協力依頼

連携

連絡・調整

連携

連絡・調整

口蹄疫、ＢＳＥ、高病原性鳥インフルエンザの３疾病について作成

農家ごとの実施マニュアル
の作成

・ 危害因子調査

（サルモネラ菌・大腸菌O-157・抗菌性物質等）

・ 危害分析（HA）

・ 重要管理点（CCP）の設定

・ 実施マニュアルの作成

農家における
ＨＡＣＣＰの考え
方に基づく衛生
管理の実施

農家における
ＨＡＣＣＰの考え
方に基づく衛生
管理の実施

実践 検証

適切な衛
生管理の
見直し

畜
産
物
に
対
す
る
消
費
者
の
信
頼
確
保

畜
産
物
に
対
す
る
消
費
者
の
信
頼
確
保

農場ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査・改
善指導

農場ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ検査・改
善指導

と畜場等の衛生情報の
フィードバック

と畜場等の衛生情報の
フィードバック

安
全
な
畜
産
物
の
生
産

安
全
な
畜
産
物
の
生
産

※飼養衛生ガイドライン：各農場における衛生管理水準の向上のための自主的な取組

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理ガイドライン

特定家畜伝染病防疫指針

※特定家畜伝染病防疫指針：家畜伝染病の発生の予防及びまん延防止のために、国、地方公
共団体、関係機関等が連携して措置を講じるための指針

－１９－



自らの「食」について考える習慣を身につけ、生涯を通じて健全で安心な食
生活を実現することができるよう、全国的な情報提供活動や地域における
実践活動等を行う食育を推進します。

消費者と生産者のパートナーシップを深め、消費者自らが栄養バランスか
ら生産・環境の観点までの幅広い視野をもって食品を選択できるよう、情
報提供や消費者との交流に努めましょう。

－２０－

○食品の安全性

○食事と疾病の関係

○食品の栄養や組み合わせ方

○食文化地域固有の食材

などへの理解を深めるため、情報提供や地域での実践活動

食育とは

食育について

一人一人が日頃から食について考える

栄養バランスの改善、
正しい食習慣の形成

農林水産物、食品、農
林水産業、食品産業へ
の正しい理解

地域の優れた食文化の
継承

畜産における食育の推進



受け入れ牧場と学校
等が事前打ち合わせ
を行い、授業の一環
として活用

常時受け入れが可能
で、子供から老人ま
で手軽に参加

－２１－

・ ＬＩＮ（畜産情報ネットワーク）を通じ、畜産物の生
産・流通・消費に関する総合的な情報を提供

・ その中で、消費者向け情報の発信のため、ファミ
リンを開設

生産現場における情報交流

○ふれあい牧場（１６４牧場：公共牧場
中心）

家畜とふれあう機会、牧場をめぐる
景観を堪能できるくつろぎの機会を一
般市民に提供する牧場

○酪農教育ファーム（１７４牧場：個人
経営中心）

酪農体験を通じて、酪農や農業、自
然環境、自然との共存関係を学ぶこと
ができる牧場

○ フードガイド（仮称）の策定と活用

適正な食事の摂取量について、何を
どれだけ食べれば良いかを分かりやす
く絵で示したフードガイド（仮称）を１７
年度に策定します。

また、このフードガイドが外食のメ
ニュー、小売店等の売場、食品の包装
などでも活用されるようマニュアルを
１７年度に策定します。



99.4 %

施設整備
79.8 %（約５万戸）

簡易対応
14.0 %（8.8千戸）

その他 5.6%（3.5千戸）

対応済み 未対応0.6%
（約６万2,500戸） （約400戸）

99.4 %

施設整備
79.8 %（約５万戸）

簡易対応
14.0 %（8.8千戸）

その他 5.6%（3.5千戸）

対応済み 未対応0.6%
（約６万2,500戸） （約400戸）

家畜排せつ物は、たい肥化し農地や草地に還元利用することが基本です。
たい肥が有効に活用されるよう、地域の創意工夫に基づいたたい肥利活
用の取組等を推進していきます。また、たい肥の成分分析やペレット化な
ど、作物生産にとって使いやすい堆肥づくりにも取り組んでいきましょう。

また、シート等を利用した簡易なふん尿処理による対応で家畜排せつ物法
の管理基準をクリアしている場合については、経営規模や地域の実情に
照らして、たい肥舎などの施設の整備を検討することが大切になります。

家畜排せつ物の適正な管理と利用の促進

○「家畜排せつ物法」管理基準の適用対象農家

：６．３万戸 （畜産農家の45％）

○管理基準への対応状況
（16年12月現在）

－２２－

たいたい肥をはじめとした肥をはじめとした
家畜排せつ物の利用の促進家畜排せつ物の利用の促進

基準に適合した適正な管理基準に適合した適正な管理

汚水浄化施設

たい肥化施設

簡易対応

バイオガスプラント 炭化施設



国民の信頼を得ながら畜産業の発展を図っていくためには、悪臭の発生
防止や水質悪化の軽減など、環境へ配慮した取組に努めるとともに、たい
肥等の利用促進を通じて、資源循環を進めていくことが求められています。

このため、農業者が環境保全に向けて取り組むべき事項について規範を
策定しました。また、各種支援策のうち可能なものから、規範を実践してい
ることを要件としていきます。

各種支援策（補助事業、融資な
ど）のうち可能なものから要件化

－２３－

地球温暖化問題
（二酸化炭素の発生）

廃棄物問題
（使用済みプラスチック等）

害虫の発生

悪臭

水質汚濁

地球温暖化の問題

（二酸化炭素等の発生）

廃棄物の問題
（使用済みプラスチック等）

害虫の発生

悪臭の発生

地下水、河川、湖沼、海の
水質汚染

畜産経営と関係の深い
環境問題

循環型の社会に向けて

有機性資源の再生

有効利用の推進

有機性資源の再生利用や
有効利用の推進

農業環境規範(家畜の飼養･生産)
の取組項目

環境関連法令への適切な対応環境関連法令への適切な対応

家畜排せつ物の利活用の推進家畜排せつ物の利活用の推進

エネルギーの節減エネルギーの節減

新たな知見・情報の収集新たな知見・情報の収集

家畜排せつ物法の遵守家畜排せつ物法の遵守

悪臭・害虫の発生を防止・低減
する取組の励行

悪臭・害虫の発生を防止・低減

する取組の励行

各項目の実践を
自己点検



国産の牛乳・乳製品の安定供給のためには、集送乳の合理化、乳業工
場の計画的な再編整備により、流通段階におけるコスト低減を図ってい
くことが必要です。

指定団体が中心となって広域的な配乳調整や効率的な集送乳路線の構
築に努めましょう。

流通の合理化

－２４－

指定団体

乳業メーカー

需給情報の共有化

Ａ県連

Ｂ県連

Ｃ県連

ＣＳ乳業工場
：供給情報の動き

：集送乳路線 ：供給情報の動き

拠点ＣＳ乳業工場

：集送乳路線

集送乳の現状 望ましい姿

Ｂ県連

Ｖ農協

ＷＸ農協

Ｙ農協

Ｚ農協

Ｃ県連 Ａ県連

指定団体

乳業メーカー

需給情報の共有が不十分

Ｘ農協

Ｖ農協

Ｗ農協

Ｙ農協

Ｚ農協

県会員

今後消費拡大が期待できるチーズや生クリーム等液状乳製品向けの生乳
供給拡大を図っていきましょう。

１１．１１９．９スイス

１４．４倍２５．９ｋｇフランス

１１．９２１．４イタリア

１．０１．８日本

８．６

比率
１人当たり年

間消費量
国 名

１５．４アメリカ

注：イタリアについては2001年の値。

２０４

３５

１５

1.8倍１１４輸入量

1.3倍２７国内生産量

伸び率２年度（平成）

チーズ生産量・輸入量の推移（製品ベース） （千トン）

11％

89％

国内生産量

輸入量

欧米のチーズ消費量との比較（2002年）

チーズ国内生産量の割合
（平成15年度 生乳ベース）



育成農家

肥育農家

・丈夫な子牛作り
・飼養履歴の記録

・飼養履歴の明らかな子牛の導入
・飼養履歴の記録
（・特徴ある肥育方法）

家畜改良
センター

と畜・食肉加工場

出生・異動の報告

と畜の報告

必要に応じて照会

個体識別
データベース

生産者

ホームページ

http://www.nlbc.go.jp

「すこやか牛」 すきやき用
消費期限 加工年月日

04.12.3 04.12.1 個体識別番号
0100030013

100ｇ当たり
（円）

保存温度４℃以下

正味量
（ｇ）

680

350

加工者 ㈱山田畜産
東京都港区港南○丁目○番地○号

2380
通常価格（円）

（○○県産）

http://www.sukoyaka-gyu.***.jp

ブランド名

食肉販売店

・個体識別（ロット番号）の検索

・飼養履歴の公開

・牛肉料理のレシピの紹介など

販売店・生産者などの開設する
ホームページ

ホームページのアドレス

家畜市場及び食肉処理施設の再編整備を推進するとともに、と畜・解体か
ら部分肉処理までを一貫して行う産地食肉センターにおける部分肉仕向割
合を拡大することにより、流通コストの低減に取り組む必要があります。

48%

66%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

部分肉流通

枝肉流通

生体流通

◎部分肉流通と生体・枝肉流通のコスト比較

牛の死亡事
故や細菌感
染のリスクを
大幅に軽減

注：鹿児島から東京までの輸送費を１頭当たりで比較（農林水産省食肉鶏卵課調べ）

19,900円

7,900円

13,100円

消費者ニーズに対応した牛肉の生産・供給体制の構築により、国産牛肉
の需要の拡大を図りましょう。

特に、輸入牛肉との競合の大きい乳用種牛肉については、トレーサビリ
ティ制度を活用した信頼性の高い銘柄の確立等により、テーブルミートと
しての安定的かつ有利な販売に取り組むことが大切です。

－２５－

トレサ制度を活用した信頼性の高いブランド化の事例



Q 前回の酪肉近代化基

本方針から５年での見直しで
すが、なぜ、今、見直す必要
があったのですか。

A 本年３月に「食料・農業・農村基本計画」

が見直されました。この基本計画は、食料・農
業・農村に関する各種施策の基本となるもので
あるとともに、畜産物に関する食料消費や生産
努力目標も見直されたため、酪肉近代化基本
方針も、基本計画と整合性をもって見直すこと
となりました。

Q 輸入飼料に依存する畜

産物の生産を伸ばすことは、
我が国の食料自給率の低下
につながりませんか。

A 飼料については、我が国でも生産が可能

な牧草や稲わらも輸入が行われている状況で
す。このため、飼料生産の拡大により、飼料自
給率の向上を通じた食料自給率の向上を目指
していきたいと考えています。

酪肉近代化基本方針に関するＱ＆Ａ

－26－

基本方針の考え方

Q 前回の酪肉近代化基

本方針から、どのように変
わったのですか。

A 国際化の進展や我が国におけるBSEの

発生など畜産をめぐる情勢の変化に対応して、

①担い手の育成・確保や経営体質の強化など
による国際化の進展に対応し得る産業構造の
確立

②自給飼料基盤に立脚した畜産経営の育成

③安全・安心な畜産物の提供のための取組や、
健全な食生活の実現のための食育の推進

を新しく位置付けるとともに、家畜排せつ物法
の完全施行を踏まえ、畜産環境について見直
したところです。



A 「食料・農業・農村基本計画」に基づく施

策の計画的な推進を図るため、①施策の推進
に関する手順、達成目標などを示した工程表を
作成すること、②政策評価を積極的に活用して
施策の効果等を検証することにより的確な工
程管理を行います。

また、地方公共団体、農業団体、食品関係事
業者、消費者団体等関係者からなる「食料自
給率向上協議会」を設け、食料自給率の向上
に向け、関係者の行動計画を毎年作成し、関
係者一体となって、計画的に取り組んでいくこ
ととしています。

さらに、飼料自給率目標の実現に向けては、
「飼料自給率向上戦略会議」を設け、飼料自給
率向上に向けた行動計画を毎年作成し、関係
者一体となって、計画的に取り組んでいくことと
しています。

Q 酪肉近代化基本方針

のフォローアップは、どのよう
に行われるのですか。

－27－

Q 今回の自給率や生産に

関する目標数値は、前回目
標が達成されていない現状を
踏まえているのですか。

A 「食料・農業・農村基本計画」と同様に、的

確な工程管理を行うとともに、畜産企画部会等
において、毎年の進捗状況を検証し、必要に応
じて施策を見直していくことにより、酪肉近代化
基本方針に示された課題に対応していきます。



A 畜産においては、現在、「認定農業者」に

はなっていないものの、①既に効率的・安定的
な経営を実現しており、認定農業者の認定要
件を満たすと考えられる経営や、②認定農業
者を目指して計画的な経営改善を行う経営な
どが存在することから、地方公共団体、ＪＡ、畜
産協会等の団体が行う経営支援指導活動など
を通じ、これら経営が積極的に認定農業者に
なることを促進する活動を展開します。

Q 畜産における認定農業

者の認定率の更なる向上に
向けてどのような取組を行う
のですか。

Q 規模拡大を行い、既に

効率的・安定的な経営を行っ
ていても、改めて認定農業者
にならなければならないので
すか。

A 国際化が進展する中で、将来にわたり、

畜産の安定的発展を図るためには、各地域に
おいて、担い手がしっかりと生産を支える構造
を確立することが必要であり、この実現に向け、
施策を適切に実施していきます。

認定農業者制度は、担い手であることを明確
化し、支援策を集中化・重点化する仕組みとし
て、畜産においても相当程度定着してきている
ことから、畜産における担い手も認定農業者を
基本とすることが適当であると考えています。
このため、既に効率的・安定的な経営に達して
いる方々についても、積極的に認定農業者に
なって頂きたいと考えています。

－28－

担い手と経営安定対策について

Q 酪農経営や肥育経営

の構造改革は進んでいるた
め、「担い手」の絞り込みは、
止めるべきではないですか。

A 酪農経営や肥育経営については、他の

作目に比べれば、規模拡大が順調に進むなど
構造改革は相当程度進んでいると考えられま
す。しかしながら、将来に渡って国産畜産物の
安定的な供給を行うためには、持続的な生産
構造の確立が不可欠であり、それを支える担
い手を育成・確保することが重要です。



Q 小規模な繁殖経営が認

定農業者になることは無理。
そうした経営は経営安定対策
から除外されるのですか。

A 繁殖経営は、①肥育経営へのもと牛資源

の供給を通じて肥育経営を支える構造となって
いること、②ＪＡ畜産部会などの生産組織を核
とした産地銘柄化が行われているなど、繁殖経
営の特性や地域の実情を考慮しつつ、認定農
業者に準じた営農形態についても「担い手」と
して位置づけることとしています。

なお、「肉用子牛生産者補給金制度」の対象
者については、同制度が牛肉の輸入自由化の
代償として措置されたものであり、肉用子牛生
産の安定を図ることを目的としていることやこ
れまで果たしてきた効果を踏まえ、検討してい
きます。

Q 生産目標の達成のため

にも、生産量の更なる減少に
つながりかねない「担い手」
の絞り込みは、止めるべきで
はないですか。

A 将来にわたり、畜産の安定的発展を図る

ためには、各地域において、より競争力が高く
持続性のある生産構造を確立することが必要
であり、「担い手」とは、このような、地域の生産
構造を支える経営体です。

経営の効率化等を通じて、他産業並みの所
得を安定的に確保できるような経営体を育成
するとともに、その姿を見て、後継者や新規参
入者が積極的に就農することを通じ、地域の生
産構造が安定的で持続可能なものとなります。
こうしたことを通じて将来に渡り生産量が安定
的に確保されることになります。

－29－



－30－

Q 飼料自給率の向上と

いわれても、実感がわきませ
ん。どのように取り組めば良
いのでしょうか。

A 飼料自給率目標の実現に向けては、「飼

料自給率向上戦略会議」を設け、関係者一体
となって、計画的に取り組んでいくこととしてい
ます。

この中で、粗飼料については、完全自給（現
状７６％（粗飼料自給率）→目標１００％）を達
成することを目標としており、

①耕畜連携による稲ＷＣＳの作付拡大

②稲わらの飼料利用の促進

③耕作放棄地を活用した放牧

などに積極的に取り組んで頂きたいと考えてい
ます。

また、濃厚飼料については、食品残さリサイ
クルの推進などにより、自給率を向上（現状１
０％（濃厚飼料自給率）→目標１４％） ）してい
きます。

自給率目標、生産目標について

Q 生乳生産に関する目標

数量を９２８万トンとしている
ことから、目標を達成するた
めには、計画生産は止める
べきではないですか。

A 現在、脱脂粉乳の在庫が過去最高水準と

なるなど、生乳の需給は大幅に緩和している
状況にあり、これが長期化すれば、乳業経営
の圧迫による乳代の低下も懸念され、生産目
標の達成が困難になるおそれがあります。

こうした事態を回避するため、指定団体自ら
定めた計画生産に即し、脱脂粉乳の過剰在庫
削減に努めることが必要です。また、生産努力
目標の達成に向けては、今後とも消費増が期
待できるチーズ、生クリーム等液状乳製品向け
生乳の供給拡大に努めていきます。



－31－

Q 耕畜連携といっても、

耕種地帯と畜産地帯は遠く
離れていて、連携できません。

A 飼料作物や稲わらを生産する水田地帯と

利用する畜産地帯を結びつけるため、①耕種
農家と畜産農家の利用供給契約等を円滑に推
進するための推進員の設置、②水田地帯にお
ける肉用牛繁殖経営を育成するための飼養管
理施設等の整備、③耕種地帯で生産された飼
料作物や稲わらの広域流通のためのストック
ポイントやＴＭＲ供給センターの整備等を行うこ
とにより、耕畜連携の推進を図ります。

Q 畜産農家がいない水田

地帯で飼料作物を生産する
ため、どのような取組が行わ
れるのですか。

A 今後、飼料自給率の向上を通じた食料自給

率の向上を図るためには、米が作付けされない
水田における飼料作物の生産拡大が重要と考え
ています。

このため、①水田地帯において飼料生産を受
託する耕種農家の組織化、②水田地帯における
肉用牛繁殖経営を育成するための飼養管理施
設等の整備、③水田飼料作物や稲わらの広域
流通のためのストックポイントやＴＭＲセンターの
整備を行うことにより、水田における飼料作物の
生産拡大を図ります。
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